
放送大学学習センター所長・事務長会議規程 

平成２２年１０月１３日 

放送大学規程第３号 

改正 平成 25年３月 13日、平成 29年３月 28日、 

    令和４年３月 24日、令和６年４月 17日 

（設置） 

第１条 本学に、学習センターの運営に関する重要事項について連絡協議するため放送大学学習セン

ター所長・事務長会議（以下「会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 学長 

二 副学長 

三 附属図書館長 

四 学習センター所長 

五 次世代教育研究開発センター長 

六 事務局長 

七 審議役 

八 部長 

九 参事役 

十 学習センター事務長 

２ 会議に、議長を置き、学長をもってあてる。 

３ 学長が出席できないときは、学長が指名する副学長がその職務を代行する。 

（議事） 

第３条 会議に、構成員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

２ 議決を要する事項については、出席会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（構成員以外の出席） 

第４条 議長は、必要があると認めるときは、関係の教員又は職員を会議に出席させ、意見を聴くこ

とができる。 

（ブロック会議） 

第５条 会議に、各ブロックにおける学習センターの運営に関する基本的事項について連絡調整を行

うため、ブロック会議を置く。 

２ ブロック会議は、原則として各ブロックの拠点学習センターが主宰する。 

（分科会） 

第６条 会議には、必要に応じ分科会を置くことができる。 

２ 分科会に、議事の進行のため主査を置く。 

３ 分科会に必要な事項は、別に定める。 

（事務） 

第７条 会議の事務は、学務部学習センター支援室において処理する。 

（細目） 

第８条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な細目は、会議が定める。 



附 則 

この規程は、平成２２年１０月１３日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１３日） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２８日） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２４日） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１７日） 

この規程は、令和６年４月１７日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


